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２．平成28年度版　歯学教育モデル・コア・カリキュラム：実習項目番号相対表

Gの項目 水準 1：指導者のもと実践する自験を求めるもの 項目番号

1　診療の基本

臨床診断・治療計画 診断と治療計画の立案（咬合が安定している） 水1－1

病態写真・模型
口腔・顔面の写真撮影 水1－2
研究用模型の製作 水1－3

診療録・処方箋
診療録の作成 水1－4
処方箋の作成 水1－5

技工指示書の作成 水1－6

2　基本的診察法

医療面接 医療面接（成人） 水1－7
バイタルサイン 血圧・脈拍・呼吸・体温の測定 水1－8

頭頚部・口腔の診察

頭頚部 水1－9
口腔の視診 水1－10
触診 水1－11
打診 水1－12
聴診 水1－13

画像検査 口内法エックス線撮影 水1－14

臨床検査

温度診 水1－15
電気診 水1－16
透照診 水1－17

根管長測定 水1－18
歯周組織検査（歯の動揺度検査、歯周ポケット検査、プラーク指数測定、

歯石指数測定、出血指数測定） 水1－19

咬合検査 水1－20

3　基本的臨床技能

共通

手洗い（衛生的・手術時） 水1－21
滅菌手袋の装着 水1－22
ガウンの装着 水1－23

局所麻酔（表面麻酔・浸潤麻酔） 水1－24
中間技工物の製作（咬合床、トレー　他） 水1－25

ポートフォリオの作成 水1－26
口腔外科系 永久歯の単純抜歯 水1－27

保存系

コンポジットレジン修復（単純窩洞） 水1－28
メインテナンス 水1－29

象牙質知覚過敏処置 水1－30
ラバーダム防湿 水1－31

感染根管治療（根管充填を含む：単根歯） 水1－32
歯周基本治療（プラークコントロール指導） 水1－33

歯周基本治療（スケーリング・ルートプレーニング） 水1－34
メインテナンス 水1－35

補綴・リハビリ系

クラウンによる補綴治療（支台歯形成、但し支台築造を除く） 水1－36
プロビジョナルレストレーション 水1－37

メインテナンス 水1－38
可撤性義歯による簡単な欠損補綴治療 水1－39
可撤性義歯の簡単な修理・調整 水1－40

メインテナンス 水1－41

予防・指導系
口腔清掃 水1－42

セルフケアに対する動機づけ 水1－43
口腔衛生指導 水1－44

小児・矯正系

診断と治療計画の立案（咬合が安定している） 水1－45
口腔・顔面の写真撮影 水1－46
研究用模型の製作 水1－47
診療録の作成 水1－48
処方箋の作成 水1－49

技工指示書の作成 水1－50
口腔清掃 水1－51

セルフケアに対する動機づけ 水1－52
口腔衛生指導 水1－53

4　チーム医療・地域医療 地域包括ケアシステムの体験 水1－54

－ 5 －



Gの項目 水準 2：指導者のもと実践が望まれる
（自験不可の場合はシミュレーション等で補完する） 項目番号

1　診療の基本 臨床診断・治療計画 診断と治療計画の立案（咬合を安定させる処置が必要である） 水2－1

2　基本的診察法

医療面接 医療面接（高齢者） 水2－2
画像検査 パノラマエックス線撮影 水2－3

臨床検査
う蝕リスク検査 水2－4

根管内細菌培養検査 水2－5
咀嚼能率検査 水2－6

3　基本的臨床技能

共通
局所麻酔（伝達麻酔） 水2－7

症例報告資料の作成と実施 水2－8

口腔外科系
小膿瘍切開 水2－9
縫合 水2－10
抜糸 水2－11

保存系

コンポジットレジン修復（複雑窩洞） 水2－12
補修修復 水2－13

メタルインレー修復（複雑窩洞） 水2－14
グラスアイオノマーセメント修復 水2－15

覆髄法（直接） 水2－16
覆髄法（間接） 水2－17
暫間的間接覆髄法 水2－18
歯髄鎮痛消炎療法 水2－19

抜髄法 水2－20
感染根管治療（根管充填を含む：複根歯） 水2－21

歯周基本治療（咬合調整） 水2－22
暫間固定（簡単なもの） 水2－23

補綴・リハビリ系

支台築造（メタルポストコア） 水2－24
支台築造（レジンポストコア） 水2－25

支台築造（ファイバーポストコア） 水2－26
平行関係に問題のないブリッジの支台歯形成と補綴治療 水2－27

可撤性補綴装置による欠損補綴治療 水2－28
補綴装置破損の修理・調整 水2－29

メインテナンス 水2－30

予防・指導系

フッ化物塗布 水2－31
予防填塞 水2－32
食事指導 水2－33
食育指導 水2－34

高齢者に対する栄養指導 水2－35
生活習慣に関する指導 水2－36
禁煙指導・支援 水2－37

小児・矯正系

模型分析 水2－38
頭部エックス線規格写真分析 水2－39

診断 水2－40
治療計画の立案 水2－41

4　チーム医療・地域医療
社会福祉施設等での歯科保健指導 水2－42

地域歯科保健活動 水2－43
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Gの項目 水準 3：指導者の介助をする 項目番号
1　診療の基本 診療録・処方箋 診療情報提供書（医科診療所・病院・病院歯科・施設宛ての等）の作成 水3－1

2　基本的診察法

医療面接 医療面接（小児・障害者等） 水3－2

画像検査
口外法エックス線撮影 水3－3
頭部エックス線規格撮影 水3－4

歯科用 CBCT 水3－5

臨床検査

塗抹検査 水3－6
唾液分泌能検査 水3－7
顎口腔機能検査 水3－8
舌圧検査 水3－9

3　基本的臨床技能

共通
精神鎮静法 水3－10
周術期管理 水3－11

口腔外科系
永久歯の複雑抜歯 水3－12

小手術（埋伏歯の抜歯、歯根端切除術　他） 水3－13

保存系

セラミックインレー修復 水3－14
レジンインレー修復 水3－15
ラミネートベニア修復 水3－16
生活歯の漂白処置 水3－17
外傷歯の処置 水3－18

失活歯の漂白処置 水3－19
歯内ー歯周病変の処置 水3－20

断髄法 水3－21
アペキシフィケーション 水3－22
ヘミセクション 水3－23

暫間固定（複雑なもの） 水3－24
歯周外科手術（歯周ポケット搔爬術　他） 水3－25

補綴・リハビリ系

困難なクラウンブリッジの支台歯形成と補綴処置 水3－26
困難な可撤性補綴装置による欠損補綴治療 水3－27
複雑な補綴装置破損の修理・調整 水3－28
摂食嚥下リハビリテーション 水3－29

予防・指導系
フッ化物洗口法の実施指導等 水3－30

学校歯科健康診断等での保健指導 水3－31

小児・矯正系

小児等に対する歯科保健指導 水3－32
乳歯のう蝕治療 水3－33
乳歯の単純抜歯 水3－34
断髄法 水3－35

簡単な装置の作成 水3－36

高齢者・障害者歯科
障害者の歯科治療 水3－37
口腔衛生指導 水3－38
移乗 水3－39

4　チーム医療・地域医療 在宅医療（口腔清掃を含む） 水3－40
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Gの項目 水準 4：指導者のもとで見学・体験することが望ましい 項目番号
1　診療の基本 診療録・処方箋 手術記録・麻酔記録の作成 水4－1

2　基本的診察法

医療面接 医療面接（救急処置の必要な場合） 水4－2
バイタルサイン 救急処置の治療 水4－3

画像検査

CT 水4－4
MRI 水4－5

超音波検査 水4－6
造影検査 水4－7

臨床検査

採血 水4－8
血液検査 水4－9

免疫学的検査 水4－10
生化学検査 水4－11
一般細菌検査 水4－12
心電図検査 水4－13
呼吸機能検査 水4－14
心理学的検査 水4－15
止血機能検査 水4－16

末梢神経機能検査 水4－17
根管内視鏡検査 水4－18

実態顕微鏡による検査 水4－19
口臭検査 水4－20

金属アレルギー検査 水4－21
嚥下機能検査 水4－22
細胞診検査 水4－23

病理組織学的検査 水4－24

3　基本的臨床技能

共通
全身麻酔法と全身管理 水4－25
入院患者管理 水4－26

口腔外科系 全身麻酔下での口腔外科手術 水4－27

保存系

レーザーによるう蝕除去 水4－28
外科的歯内療法（歯根端切除等） 水4－29

歯の再植と移植 水4－30
永久固定 水4－31

歯周外科手術（フラップ手術　他） 水4－32

補綴・リハビリ系

可撤性支台装置による複雑な欠損補綴治療 水4－33
デンタルインプラント 水4－34
顎関節症治療 水4－35
CAD/CAM法 水4－36

顎顔面欠損補綴治療 水4－37

小児・矯正系

行動変容法 水4－38
咬合誘導 水4－39
保隙処置 水4－40

包括的矯正治療 水4－41

高齢者・障害者歯科
薬物的行動調整下での歯科治療 水4－42

在宅医療 水4－43
医療連携 水4－44

4　チーム医療・地域医療
地域包括ケアシステムを踏まえた病診・病病連携 水4－45

多職種連携によるチーム医療 水4－46
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Ｆ　シミュレーション実習（模型実習・相互演習（実習））

F－1　診療の基本 学修目標番号

ねらい 口腔内の診察・記録及び歯科診療時の医療安全・感染対策について、知識・技能及び態度を
シミュレーション実習（模型実習・相互演習（実習））を通して修得する。

F－1－1） 口腔内の診察・記録

学修目標

①　患者情報を収集、分析できる。 F1

②　患者情報から必要な診察、検査を説明できる。 F2

③　高頻度歯科疾患を診断し、その治療方針・治療計画を立案できる。 F3

④　主観的所見、客観的所見、評価、計画 (subjective, objective, assessment, plan <SOAP>)
で診療録を作成できる。 F4

⑤　インフォームド・コンセントを得ることができる。 F5

⑥　患者に関する医療情報を他の機関から収集（対診）し、また提供することができる。 F6

⑦　口腔と医科疾患との関連について説明することができる。 F7

F－1－2）  医療安全・感染対策 

学修目標

①　歯科用器具を安全に操作ができる。 F8

②　清潔に配慮した操作ができる。 F9

③　医療安全対策を実践できる。 F10

④　標準予防策を実践できる。 F11

⑤　一次救命処置<BLS> ができる。 F12

F－2　基本的診察法 学修目標番号

ねらい
良好な医師－患者関係を構築するために必要な医療面接、全身状態の把握及び歯科治療に必
要な診察と検査について、知識・技能及び態度を、シミュレーション実習（模型実習・相互
演習（実習））を通して修得する。

F－2－1） 医療面接 

学修目標

①　適切な身だしなみ、言葉遣い及び態度で患者に接することができる。 F13

②　医療面接における基本的なコミュニケーションができる。 F14

③　患者の病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴）を聴取できる。 F15

④　患者の身体的・精神的・社会的苦痛に配慮し、問題点を抽出、整理できる。 F16

⑤　患者の不安、不満や表情、行動の変化に適切に対応できる。 F17

⑥　患者のプライバシーに配慮できる。 F18

⑦　患者に診断結果と治療方針・治療計画（保隙装置、矯正治療装置の使用に関することを
含む）を説明できる。 F19

F－2－2） 全身状態の把握及び歯科治療に必要な診察と検査

学修目標

①　バイタルサイン（血圧・脈拍・呼吸・体温）を測定し、評価できる。 F20

②　意識状態を確認し、評価できる。 F21

③　頭頸部の状態の診察ができる（視診、触診、打診、聴診、温度診）。 F22

④　歯周組織検査（プラーク染め出し、歯の動揺度検査、歯周ポケット検査）が実施できる。 F23

⑤　口内法デンタルエックス線検査の必要性を患者に説明し、その撮影ができる。 F24

⑥　その他の必要な画像検査の必要性を患者に説明し、撮影の指示ができる。 F25

⑦　電気的根管長測定の必要性を患者に説明し、実施できる F26

⑧　根管内細菌培養検査の必要性を患者に説明し、実施できる。 F27

⑨　唾液分泌能検査の必要性を患者に説明し、実施できる。 F28

⑩　咀嚼機能検査の必要性を患者に説明し、実施できる。 F29

⑪　診察及び検査結果を正確に診療録に記載できる。 F30

⑫　口腔内状態を記録できる。 F31

３．平成28年度版　歯学教育モデル・コア・カリキュラム：学修目標番号相対表
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F－3　基本的臨床技能 学修目標番号

ねらい 歯科診療を実践するための基本的臨床手技をシミュレーション実習（模型実習・相互演習（実
習））を通して修得する。

F－3－1） 共通事項 

学修目標

①　手洗いと滅菌手袋の装着ができる。 F32
②　歯科治療に必要な器材の準備、片付けができる。 F33
③　ラバーダム防湿ができる。 F34
④　局所麻酔（表面麻酔、浸潤麻酔）を実施できる。 F35
⑤　概形印象採得が実施できる。 F36
⑥　診断用模型が製作できる。 F37

F－3－2） 歯科保健指導 

学修目標

①　口腔の健康度やリスクを評価し、対象者に説明できる。 F38
②　セルフケアを行えるように動機付けできる。 F39
③　適切な口腔衛生指導を実施できる。 F40
④　適切な食事指導（栄養指導）を実施できる。 F41
⑤　生活習慣に関して適切に指導できる。 F42
⑥　禁煙指導・支援による歯周疾患、口腔がん等の予防を実施できる。 F43
⑦　ライフステージに応じた食育について指導できる。 F44

F－3－3） 歯と歯周組織の疾患の治療

学修目標

①　う蝕その他の歯の硬組織疾患の簡単な処置（コンポジットレジン修復、グラスアイオノ
マーセメント修復、メタルインレー修復、補修修復）を実施できる。 F45

②　象牙質知覚過敏症に対する処置（薬物塗布、象牙質被覆）を実施できる。 F46
③　歯髄・根尖性歯周疾患の簡単な治療（覆髄（間接、直接）、抜髄、感染根管治療）を実
施できる。 F47

④　歯周疾患の予防的処置（プラークコントロール指導）を実施できる。 F48
⑤　歯周疾患の簡単な処置（スケーリング・ルートプレーニング）を実施できる。 F49
⑥　暫間固定を実施できる。 F50

F－3－4） 歯質と歯の欠損の治療 

学修目標

①　補綴治療に必要な診断情報の収集し、それにもとづく治療計画と装置の設計が実施できる。 F51
②　メタルポストコア、レジンポストコア、ファイバーポストコアによる支台築造の基本操
作を実施できる。 F52

③　クラウンブリッジによる補綴治療の各基本的操作を実施できる。 F53
④　可撤性義歯による補綴治療の前処置（レストシートの形成を含む）を実施できる。 F54
⑤　プロビジョナルレストレーションの各基本的操作を実施できる。 F55
⑥　精密印象採得（寒天・アルジネート連合印象、シリコーン印象）の各基本的操作を実施
できる。 F56

⑦　作業用模型を作製し、サベイイングによる装置の設計が実施できる。 F57
⑧　咬合採得と平均値咬合器装着の各基本的操作を実施できる。 F58
⑨　咀嚼機能検査の基本的操作を実施できる。 F59

F－3－5） 小手術・口腔粘膜疾患の治療

学修目標
①　単純抜歯を実施できる。 F60
②　基本的な切開・縫合・抜糸を実施できる。 F61

F－3－6） 矯正歯科・小児歯科治療

学修目標

①　フッ化物の歯面塗布を実施できる。 F62
②　幼若永久歯の予防填塞を実施できる。 F63
③　小児のプラークコントロールを行うために、保護者への適切な口腔衛生指導を実施できる。 F64
④　模型及び頭部エックス線規格写真等より、分析、診断、治療計画を立案できる。 F65

F－3－7） 高齢者・障害者等患者への治療

学修目標

①　高齢者及びその介護者に対する基本的な対応ができる。 F66
②　障害者及びその介護者に対する基本的な対応ができる。 F67
③　在宅医療（訪問歯科診療を含む）時の介助ができる。 F68
④　精神鎮静法の介助ができる。 F69
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Ｇ　臨床実習

G－1　診療の基本 学修目標番号
G－1－1） 臨床診断・治療計画

ねらい 一口腔単位の歯科治療を行うために患者情報の収集・分析、診断、治療計画、記録について
の知識・技能及び態度を修得する。

学修目標

①　歯科・口腔疾患を正しく診断し、治療方針・治療計画の立案、予後の推測ができる。 G1
②　診断並びに治療方針・治療計画を患者にわかりやすく説明できる。 G2
③　主観的所見、客観的所見、評価、計画<SOAP>による診療録及び指示書を作成できる。 G3
④　患者の訴え、また指導医からの指摘事項も参考に、治療結果を適正に評価できる。 G4

G－1－2） 医療安全・感染対策 

ねらい 歯科診療を実施するために必要な医療安全・感染対策についての知識、技能及び態度を修得
する。

学修目標

①　医療安全対策（標準予防策（standard precautions）、感染予防、医療機器の操作等を含む）
を実践できる。 G5

②　一次救命処置<BLS> を実施できる。 G6
③　薬剤耐性<AMR>に配慮した適切な抗菌薬の処方ができる。 G7

G－2　基本的診察法 学修目標番号

ねらい 良好な患者－歯科医師関係を築き、全身状態の把握、診断及び歯科治療に必要な診察並びに
検査を実施できる知識・技能及び態度を修得する。

学修目標
①　医療面接を実施し、患者と良好なコミュニケーションがとれる。 G8
②　全身状態を評価し、顎顔面及び口腔内の診察ができる。 G9
③　診断並びに治療に必要な画像検査及び臨床検査を選択し、実施できる。 G10

G－3　基本的臨床技能 学修目標番号
ねらい 歯科診療を実践するための基本的臨床手技を修得する。

学修目標

①　局所麻酔（表面麻酔・浸潤麻酔）を実施できる。 G11
②　永久歯の単純抜歯を実施できる。 G12
③　軟組織の小手術を実施できる。 G13
④　齲蝕その他の歯の硬組織疾患（象牙質知覚過敏症を含む）の保存修復治療ができる。 G14
⑤　歯髄・根尖性歯周疾患の治療ができる。 G15
⑥　歯周基本治療ができる。 G16
⑦　歯質の欠損に対する歯冠補綴治療ができる。 G17
⑧　歯の欠損に対する補綴治療ができる。 G18
⑨　口腔衛生指導を実施できる。 G19
⑩　歯科疾患を予防するための処置ができる。 G20
⑪　小児に対する歯科予防処置を実施できる。 G21
⑫　模型及び頭部エックス線規格写真等を分析、診断し、歯科矯正治療の計画を立案できる。 G22

G－4　チーム医療・地域医療 学修目標番号

ねらい 法令を遵守し、保健・医療・福祉・介護制度を理解し、チーム医療、地域医療、病診連携に
ついての知識、技能及び態度を修得する。

学修目標

①　地域医療・地域保健（在宅医療（訪問歯科診療を含む）、地域包括ケアシステム）を経
験する。 G23

②　病診連携、病病連携を経験する。 G24
③　多職種連携（歯科衛生士、歯科技工士、医師、薬剤師、看護師、その他の関連職種並び
に介護職）によるチーム医療を経験する。 G25

G－5　患者中心の医療 学修目標番号

ねらい 臨床実習を通して患者中心の医療を実践し、歯科医師として必要な医の倫理、患者の権利に
ついての知識、態度を修得する。

学修目標
①　根拠に基づいた医療 <EBM>、narrative-based medicine <NBM>に基づいた患者中心

の医療を実践する。 G26

②　インフォームド ・コンセントを得ることができる。 G27
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 令和８年　３月１３日（金）１３：００～１６：００（予定） 

   



 
 

 10 3  

Operative Dentistry and Endodontics  
 

 
 

 
 

hosaka@tokushima-u.ac.jp 8:30 17:15 3F 633-7339  
 

tnakanishi@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:30 3F 1 633-7340  
 

suge@tokushima-u.ac.jp 16:30 18:30 3F 1 633-7340  
 

hosokawa@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 3F 1 633-7340  
 

ihosokawa@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 3F 1 633-7340  
 

d-takegawa@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:30 3F 1 633-7340  
 

y-ida@tokushima-u.ac.jp  17:00 18:30 3F 1 633-7340  
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 10 3  

Periodontology and Endodontology 

yumoto@tokushima-u.ac.jp 16:30 18:30 3F 633-7343  

yinazo@tokushima-u.ac.jp 16:30 18:30 3F 1 633-7344  

ninomiya.masami@tokushima-u.ac.jp 16:30 18:30 3F 2 633-7344  

banchi@tokushima-u.ac.jp 16:30 18:30 3F 2 633-7344  

rie.kido@tokushima-u.ac.jp 16:30 18:30 3F 2 633-7344  

akizukiminato@tokushima-u.ac.jp 16:30 18:30 3F 2 633-7344  
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10 3  

Removable Prosthodontics 

  megwat@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 3F 633-7347  

kan@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 3F 633-9129  

junchan@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 3F  
633-7347

tak510@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 3F 633-7347  

iwawaki.yuuki.1@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 3F  
633-7347  

matsuda.takashi.1@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 3F  
633-7347  

fujimoto.keiko@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 3F  
633-7347  

－ 15 －



 
 

10 3  

Fixed Prosthodontics  

 
 

 
matsuka@tokushima-u.ac.jp    16:00 18:00 3F 633-7350  

 
hosoki@tokushima-u.ac.jp    16:00 18:00 3F 2 633-7350  

 
m-oshima@tokushima-u.ac.jp   16:00 18:00  3F 633-7350  

 
 okura.kazuo@tokushima-u.ac.jp 16:00 18:00  3F 633-7350  

 
     yosuzuki@tokushima-u.ac.jp   16:00 18:00  3F  

633-7350  
 

koike.kazuyuki@tokushima-u.ac.jp 16:00 18:00 3F  
633-7350  

 
inoue.miho@tokushima-u.ac.jp 16:00 18:00  3F 633-7350  

 
(c000030613@tokushima-u.ac.jp 16:00 18:00  3F 633-7350  
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 10 3  

Oral and Maxillofacial Surgery(Oral Medicine)  
  4F 4F  

 

 
 

 
 
 

(aota.keiko@tokushima-u.ac.jp 16:00 18:00 B 4F 1 633-7352) 
 

(momota@tokushima-u.ac.jp 16:00 18:00 B 4F 1 633-7352  
 

(kani.koichi.1@tokushima-u.ac.jp 16:00 18:00 B 4F 1 633-7352) 
 

(naniwa.kouhei@tokushima-u.ac.jp 16:00 18:00 B 4F 1 633-7352) 
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 10 3  

Oral and Maxillofacial Surgery and Oncology  

 4F  
 

 
 

 
kurio.naito@tokushima-u.ac.jp 17:30 18:30 4F 633-7353  

 
kkudoh@tokushima-u.ac.jp 17:30 18:30 4F 633-7354  

 
takamaru@tokushima-u.ac.jp 17:30 18:30 4F 633-7354  

 
kudoh@tokushima-u.ac.jp 17:30 18:30 4F 633-7354  

 
naoyukifukuda@tokushima-u.ac.jp 17:30 18:30 4F 633-7354  

 
uesugi.atsushi@tokushima-u.ac.jp 17:30 18:30 4F 633-7354  

 
akita.kazuya@tokushima-u.ac.jp 17:30 18:30 4F 633-7354  

 
kamakama@tokushima-u.ac.jp 17:30 18:30 4F 633-7354  
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 10 3  

Orthodontics  
   
 

 
 

 
etanaka@tokushima-u.ac.jp 17:00 19:00 3F 633-7356  

 
    mhiasa@tokushima-u.ac.jp 17:00 19:00 3F 1 633-7357  

 
horiu@tokushima-u.ac.jp 17:00 19:00 3F 1 633-7357  

 
nabe@tokushima-u.ac.jp 17:00 19:00 3F 1 633-7357  

 
tenhiro@tokushima-u.ac.jp 17:00 19:00 3F 1 633-7357  

 
yoshinaga.k@tokushima-u.ac.jp 17:00 19:00 3F 1 633-7357

  
hanawa.shigeki.2@tokushima-u.ac.jp 17:00 19:00 3F 1 633-7357  

  
matsuki.suha@tokushima-u.ac.jp 17:00 19:00 3F 1 633-7357
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10 3  

Pediatric Dentistry 
 F K 2F  

iwasaki@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 4F 633-7358  

hasegawa@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 4F 633-7359  

nakagawa@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 4F 633-7359  
  

kitamura.takamasa@tokushima-u.ac.jp 17:30 18:30 4F 633-7359  

akazawa.yuki@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 4F 633-7359  

kuramoto-hitomi@tokushima-u.ac.jp 17:30 18:30 4F 633-7359  

maeo.kei2@tokushima-u.ac.jp 17:30 18:30 4F 633-7359  
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10 3

Oral and Maxillofacial Radiology

maeda@tokushima-u.ac.jp 16:30 17:30 2 633-7362  

suito.hideki@tokushima-u.ac.jp 16:30 17:30 2F 2 633-7362  

kondo@tokushima-u.ac.jp  16:30~17:30 B 2F 3 633-7362  

oku.yuuri@tokushima-u.ac.jp 16:30~17:30 B 2F 3 633-7362  
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10 3  

Dental Anesthesiology
                             2F  

                 

 
 

kawahito.shinji@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 B 3F 633-7366  
 

takaishi.k@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 B 3F 633-7367  
 

seguchi@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 B 3F 633-7367  
   

josephluke@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 B 3F 633-7367  
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 13:10 16:45 

 

      nakagawa@tokushima-u.ac.jp  17:30 18:30 4  633-7359  

maeo.kei.2@tokushima-u.ac.jp  17:30 18:30 4  633-7359  
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 要件 　

やむをえず 休業 代替実習を行い、それでも満たせなかった

場合は、上記期間を越えて代替実習を行うすることと

※出席日数は全体の３／４以上を満たすこと（代替は出席と異なる）。

※各臨床教室の出席要件を満たすこと。
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令和８年　３月２４日（火）１３：００～１４：００（予定）



Clinical Training

< > 

   nkitamura@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 3F 633-9180  

junchan@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 3F 
633-7347  

t.kishi@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 3F 633-7347  
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minimum requirement 
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minimum requirement
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1. 2 Word

2.

1. Word
2000 A4 1

2.
3. 10.5 12 MS

4.

1. PDF

2.
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7 Forms

Forms
37.5 Forms

088-633-9325 088-633-5112

5 Forms
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Orthodontics 

 
 

 
etanaka@tokushima-u.ac.jp 17:00 19:00 3F 633-7356  

 
    mhiasa@tokushima-u.ac.jp 17:00 19:00 3F 1 633-7357  

 
horiu@tokushima-u.ac.jp 17:00 19:00 3F 1 633-7357  

 
nabe@tokushima-u.ac.jp 17:00 19:00 3F 1 633-7357  

 
tenhiro@tokushima-u.ac.jp 17:00 19:00 3F 1 633-7357  

 
yoshinaga.k@tokushima-u.ac.jp 17:00 19:00 3F 1 633-7357

  
hanawa.shigeki.2@tokushima-u.ac.jp 17:00 19:00 3F 1 633-7357  

  
matsuki.suha@tokushima-u.ac.jp 17:00 19:00 3F 1 633-7357
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Pediatric Dentistry  

 
 

 
wasaki@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 4F 633-7358  

 
hasegawa@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 4F 633-7359  

 
nakagawa@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 4F 633-7359  

   
kitamura.takamasa@tokushima-u.ac.jp 17:30 18:30 4F 633-7359  

 
akazawa.yuki@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 4F 633-7359  

kuramoto-hitomi@tokushima-u.ac.jp 17:30 18:30 4F 633-7359  
 

maeo.kei2@tokushima-u.ac.jp 17:30 18:30 4F 633-7359  
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  Oral and Maxillofacial Radiology 

  
 

 
 

 
 

 
 
     

maeda@tokushima-u.ac.jp 16:30 17:30 2 633-7362  
 

suito.hideki@tokushima-u.ac.jp 16:30 17:30 2F 2 633-7362  
 

kondo@tokushima-u.ac.jp 16:30~17:30 B 2F 3 633-7362  
 

oku.yuuri@tokushima-u.ac.jp 16:30~17:30 B 2F 3 633-7362  
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    nkitamura@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 3F 633-9180  

 
koka@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 3F 633-9181  

 
susumu.abe@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 3F 633-9181  

   
toshi.oh@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 3F 633-9181  

 
chie@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 3F 633-9181  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

20  
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Oral Implant Center  

 
 

 
 

 
tomotake.dent@tokushima-u.ac.jp 17:30 18:00  

3F 633-7970  
 

nishikawa.yasufumi@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00  
3F 633-7970  

shimada.ryo@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00  
3F 633-7970  

 
 

 
－ 48 －



 
 
 

  

Oral management center Perioperative  F  
   
 

 
 

 
aota.keiko@tokushima-u.ac.jp 16:00 18:00 B 4F 1 633-7352  

 
  tawara.hiroaki.2@tokushima-u.ac.jp 16:00 18:00 B 4F 2 633-7352  

 
naniwa.kouhei@tokushima-u.ac.jp 16:00 18:00 B 4F 1 633-7352  
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Clinic for Orofacial Pain and Temporomandibular 

 

 
 

 
 matsuka@tokushima-u.ac.jp 16:00 18:00 3F 633-7350  

 
 etanaka@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 3F 633-7356  

 
kawahito.shinji@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 633-7366  

 
 susumu.abe@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 3F 3 633-9181  

 
 yosuzuki@tokushima-u.ac.jp 16:00 18:00 3F 633-7350  

 
 c000030613@tokushima-u.ac.jp 16:00 18:00 3F 633-7350  

   
uyamanikofu@tokushima-u.ac.jp  16:00 17:00 5F 633-9125  
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Clinic of the Special Needs Dentistry      

   
            nakagawa@tokushima-u.ac.jp  17:30 18:30 4 633-7359  
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Dental Hygiene Section 

 

 
 

 
     kataoka-k@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 5F 633-7336 

17:00 18:00 6F 633-7384  
 

     hinode@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 6F 633-7543  

suma.shino@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 5F 633-7337
 

   fmakoto@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 6F 633-7898 
PHS:070-6586-0471 PHS :89-0471  
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 5  
 Oral and Maxillofacial Surgery Oral Medicine   

  4F  
4F 9F 

 
 

 
 
 

aota.keiko@dent.tokushima-u.ac.jp 16:00 18:00 B 4F 1 633-7352  
 

momota@tokushima-u.ac.jp 16:00 18:00 B 4F 1 633-7352  
 

kani.koichi.1@tokushima-u.ac.jp 16:00 18:00 B 4F 1 633-7352  
 

naniwa.kouhei@tokushima-u.ac.jp 16:00 18:00 B 4F 1 633-7352  
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 5 4 3
Oral and Maxillofacial Surgery and Oncology 1 2 3 4 5 6

 4F 9F 
 

 
 

 
kurio.naito@tokushima-u.ac.jp 17:30 18:30 4F 633-7353  

 
kkudoh@tokushima-u.ac.jp 17:30 18:30 4F 633-7354  

 
takamaru@tokushima-u.ac.jp 17:30 18:30 4F 633-7354  

 
kudoh@tokushima-u.ac.jp 17:30 18:30 4F 633-7354  

 
naoyukifukuda@tokushima-u.ac.jp 17:30 18:30 4F 633-7354  

 
uesugi.atsushi@tokushima-u.ac.jp 17:30 18:30 4F 633-7354  

 
akita.kazuya@tokushima-u.ac.jp 17:30 18:30 4F 633-7354  

 
kamakama@tokushima-u.ac.jp 17:30 18:30 4F 633-7354  
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Dental Anesthesiology

 
 

kawahito.shinji@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 B 3F 633-7366  
 

takaishi.k@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 B 3F 633-7367  
 

seguchi@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 B 3F 633-7367  
   

josephluke@tokushima-u.ac.jp 17:00 18:00 B 3F 633-7367  
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Ⅴ　事務手続き

１．徳島大学病院事務部

２．外来患者の受付と会計

１）新来患者

　　診療受付時間　月～金　８：30～ 11：30　13：00～ 15：00
　　　　　　　　　　　※但し口腔外科・口腔内科は８：30～ 11：00、口臭外来・小児摂食外来は８：30

～ 11：30
　　　　　　　　　　　土・日・祝日休診

１階 ①番初診

・FAX予約窓口
総合歯科 （紹介状無）

紹介先診療科 （紹介状有）
４階ブロック別受付

チェックイン
各診療科

⑴　患者は、診療申込書に保険証・資格確認書を添えて１階①番初診・FAX予約窓口に提出する。

マイナンバーカードを持っている患者は、顔認証カードリーダーに読み込ませる。

⑵　１階①番初診・FAX予約窓口では、医事システムに患者のデータを入力して新患登録を行う。

診察券と受診票を作成し、患者に渡して総合歯科へ案内する。

　　（但し、紹介状持参の患者は、直接、紹介先の診療科へ案内する。）

⑶　４階各ブロック受付のチェックイン機に受診票のバーコードを読み込ませ、チェックインする。

⑷　総合歯科で医療面接を行い、必要があれば適切な診療科へ案内する。

※初診時、紹介状を持参していない患者については選定療養費の負担が発生する。

※初診日の予約については、紹介元医療機関からの FAX予約のみ受付可能。

　　　　　　患者支援センター FAX予約室（平日９：00～ 17：00まで）
　　　　　　FAX0120－ 335－ 979　TEL088－ 633－ 9106
２）再来患者

　　診療受付時間　月～金　８：30～ 11：30　13：00～ 15：00
　　　　　　　　　土・日・祝日休診

１階 ②番再診窓口 （予約無）
１階 自動再来受付機 （予約有）

４階ブロック別受付

チェックイン
各診療科

⑴　予約がある患者は、マイナンバーカードを持っている場合は顔認証カードリーダーに読み込ませ

た後、自動再来受付機に診察券を入れて再来受付し、受診票を受け取る。

⑵　予約がない患者は、マイナンバーカードを持っている場合は顔認証カードリーダーに読み込ませ

た後、１階 ②番再診窓口で再来受付し、受診票を受け取る。

病 院 事 務 部

   総 務 課

   経 営 企 画 課

   経 理 調 達 課

   医 事 課

   施設企画管理連携室
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⑶　４階各ブロック受付のチェックイン機に受診票のバーコードを読み込ませ、チェックインする。

⑷　各診療科で医療面接を行う。

※診療受付時間については、不定期に変更するため都度各診療科に確認する。

※初診時・再来患者の月初めの来院時・保険変更時は必ずマイナンバーカード又は保険証・資格確認書

を確認する。

　マイナンバーカードについては特定健診情報、薬剤情報、診療情報の取得同意確認のため、来院の都

度、顔認証カードリーダーに読み込ませる。

　但し、自費診療の場合はこの限りではない。

※再来の予約（変更）については、患者が予約センターに連絡をする。

　　　　　　予約センター（平日８：30～ 17：15まで）
　　　　　　TEL 050－ 1722－ 0148
３）会計

⑴　診療が終わると、診療した歯科医師がオーダー（料金算定や次回予約など）を入力する。患者は

４階歯科受診票提出口に受診票を提出、１階自動精算機または④番支払窓口にて支払いを行う。（同

日、医科で診療があった場合には１階③番受診票提出口でまとめて会計を行う。）

⑵　投薬する場合は歯科医師がオーダーを入力する。プリンターから出力された処方箋に歯科医師が

押印し、患者に渡す。患者には処方箋を４階歯科受診票提出口または１階③番受診票提出口へ提出

するように指示する。

３．貴金属・人工歯の受渡

　　医事課内、歯科材料受渡窓口にて歯科用材料の交付（受渡）を受ける。

　　貴金属・人工歯の請求、受領及び返却・検量の時間

　　　　　（午前）９：00～ 12：00
　　　　　（午後）13：00～ 17：00
　　　　　　　［緊急連絡先］　担当係：医事課　診療報酬請求係（内線 9740、3198、5594）
１）歯科用材料の請求（院内技工の場合）

　　歯科用材料（貴金属類及び人工歯等）を請求する場合は、以下の手順で行う。

①病院情報システム端末のオーダ指示画面「技工管理システム」から、技工（新規登録の場合）を選

択し、技工データ詳細画面を表示する。

②同画面より担当医（指導医）、技工担当（学生）、保険区分、次回予約日、技工物（の種類）、部位、

歯式＋図解を入力。

③技工物内訳欄・・・部位、技工物内訳、数量、備考を入力する。

④欄右端の「使用材料」を選択・・・材料選択画面を表示する。

⑤請求する材料の詳細（材料名称、請求量、単位、色調、形態、申請日等）を入力し、登録する。

⑥歯科医師サマリ画面の「伝票印刷」を選択して「技工内容確認書」を出力する。

　技工管理システムの操作マニュアルは HIS掲示板に記載されている。

　　HISポータル → マニュアル → 歯科レポートシステム・技工オーダ操作マニュアル を参照

※操作方法不明の場合は病院情報センター（内線 3192、3193）に問い合わせる。
⑦出力した「技工内容確認書」に指導教員印、製作者印を押印して担当係に持参する。

⑧技工内容及び交付された歯科用材料が相違ないか等を確認し、材料の交付を受ける。

⑨その際、金属・人工歯受領書にサイン（受取りのため来室した本人の名前及び連絡先）を記入して
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請求材料を受け取る。

２）交付を受けた歯科用材料（貴金属）の検量（及び返却）

　　歯科用材料（貴金属）の交付を受けた製作者は、検量及び返却を以下の手順で行う。

①鋳造後速やかにスプルーを切断した状態にする。

②その後、製作物と貴金属の残量（屑・ばりを含む）に「技工内容確認書」を添えて担当係に提出し、

必ず検量を受ける。

③検量（及び返却）は、必ず製作物が手元にある状態で行うこと。

　　製作物が手元になければ検量出来ない理由は、「12）その他　⑴　検量について」を参照。
　　　（学生の場合のスプルー切断は指導教員の指示により行う。）

３）歯科用材料の追加請求

　　補綴物等製作工程中、材料の追加が必要となった場合は新たな技工番号は取らず、当初の技工番号

のまま追加オーダを入力し、「技工内容確認書」を再出力する。

　　変更前と変更後の「技工内容確認書」（各１部）を持参し、再び担当係へ請求する。

　　但し、追加請求した歯科用材料はそれぞれに検量を受けなければならない。

４）修復用「ろう」の請求

　　製作工程中「ろう」を使用して補綴物等の修復をする場合は、「３）歯科用材料の追加請求」と同

じ手順で行うこと。

５）再交付請求

　　製作工程中、人工歯の破損、削合ミス等により材料の再交付を必要とする場合

①新たに技工番号を取らず、当初の技工番号のままで新たに請求する材料（品名・数量等必要事項）

を技工管理システムにオーダ入力し、変更後の「技工内容確認書」を再出力する。

②変更前の「技工内容確認書」と変更後の再出力した「技工内容確認書」の２枚を担当係へ持参し、

再交付を受ける。

③再交付時、破損品を持参し、その事由を明確にした上で破損品と返戻理由書（担当係保管）を添え

て担当係に提出する。

６）再製作請求

　　補綴物等製作中または製作後不適合等の事由により再製作を必要とする場合

①新たに技工番号を取らず、当初の技工番号のままで新たに請求する材料（品名・数量等必要事項）

及び必要量、技工物内訳・部位・数量を技工システムに追加入力し、「技工内容確認書」を再出力する。

②変更前と変更後の「技工内容確認書」（各１部）を担当係へ提出する。

③その際、製作物を添えて担当係に再製作となったことを伝え、追加分の歯科用材料を請求する。

７）製作後の精算（料金算定）

①製作物を患者へ装着（または合着）した際には、その日の会計オーダに所定点数（または「徳島大

学病院規定・歯科診療部門自費診療料金パンフレット※」に基づいた金額）を入力し、患者へ請求

する。

※「歯科診療部門自費診療料金パンフレット」は各診療科に配布されている。

②受診票と共に「技工内容確認書」を患者に渡し、会計窓口にて会計後、支払窓口で精算する。

③なお、製作物は速やかに合着又は装着し、精算（患者へ料金請求）をすること。

　歯科材料料金（院外技工の場合は技工料金と歯科材料料金）の損失となるため、合着又は装着がで

きない事態になった場合は直ちに、担当係（内線 9740、3198、5594）へ申し出ること。
④保険診療の場合は、製作物を合着又は装着した日に料金を算定すること。料金算定が出来ない場合
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は、診療の都度、担当係へ連絡すること。

⑤患者が予約を入れず来院をしないため治療が中断している場合は、指導教員に報告し、患者に連絡

をして予約を取り来院するよう促すこと。

　　また、以下の場合には歯科材料料のみ保険請求できることもあるため、「歯科点数表の解釈」の「歯

冠修復及び欠損補綴」を確認し、直ちに担当係へ申し出ること。

・患者が理由なく来院しなくなった場合

・患者の意思により治療を中止した場合

・患者が死亡した場合

・有床義歯製作中に患者が来院しなくなった場合

・偶発的な事故等を原因とする外傷による歯冠形成歯の損失等の場合

８）中　　止

　　中止の場合は、その事由を明確にした上で担当係へ申し出ること。その際、「技工内容確認書」と

製作物を持参し、「返戻理由書」（担当係担当保管）を添えて提出する。

　　場合により材料料を審査支払機関へ請求できることがあるため、担当係に経緯を報告する。

９）転用の禁止

　　交付を受けた材料は理由の如何にかかわらず、当該請求目的以外に転用してはならない。

10）弁償責任
　　交付を受けた貴金属その他歯科材料を自己の過失により紛失した場合、または必要以上に損耗した

場合は、原物により弁償しなければならない。

11）金粉（屑）の採取
　　補綴物等製作中に生ずる金属の屑及び研磨の際の金粉（金パラを含む）は、可能な限り採取し、検

量の際に製作品と共に持参すること。

12）そ の 他
⑴　検量について

　　目べり量（容認量）は、0.1ｇ～ 0.3ｇまでとし、0.4ｇ～ 0.7ｇまでは指導教員との協議の上で
処理するが、0.8ｇ以上は弁償の対象となることもあるので注意が必要である。
⑵　金属等の受渡について

　　金属等の受渡は製作者本人に限る。代理人は認めない。但し、やむを得ない事情と認めたときは

この限りではないが、担当係にて交付を受ける際には、受取りのために来室した人が自身の名義で

「金属・人工歯受領書」にサインを記入しなければならない。

４．保険診療

　　保険診療は保険医療養担当規則により規制されている。

　　臨床実習に必要な症例で上記規則の範囲を超えるものについては、指導教員の指示を受け、自費ある

いは特別医療費として取り扱う。

　　また、歯科点数表の解釈を熟読し、治療を行った際には必要な所定料金を正確に会計オーダに入力し、

請求漏れのないよう注意すること。

　　なお、特に自費診療を行う場合は指導教員の指示を受け、あらかじめ費用と治療内容を患者に説明し、

必ず同意を得ること。

　　保険・自費診療の料金算定の内容が不明な場合は「歯科点数表の解釈」または「徳島大学病院諸料金

細則」を調べ、なお不明な場合は歯科外来会計（内線 5136・5137）へ連絡し、確認すること。
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Ⅵ　リスクマネジメント

　　実習中の合併症（偶発症）の防止とその処置

１．一般的注意事項

　　臨床実習では患者を対象に歯科医療を行う。従って歯科医療行為中に予期せぬインシデントや患者の

全身状態の急変に学生といえども直面することがある。この時の処置は予後を大きく左右するため後述

する注意を厳守することが大切である。

　　事故や合併症（偶発症）の大部分は回避できるものである。

　　予防策としての一般的注意事項

１）問診を行う：局所とともに全身的な現病歴と既往歴、常用薬、アレルギーの有無を確認する。

２）バイタルサインのチェック：歯科治療の前に血圧、脈拍数とリズム、呼吸数、体温を測定し記録する。

３）あらかじめ使用する器具、薬剤を点検、整備する。

４）合併症（偶発症）、事故に対する処置を常に念頭においておく。以上の注意点を臨床実習期間中忘

れずに守ることが基本である。

２．合併症（偶発症）が発生した場合の一般的処置

　　治療中に患者の異常が認められたら、直ちに指導教員に知らせる。指導教員への連絡は同僚、スタッ

フなどに依頼する。決して患者のそばを離れないこと。生体監視モニター、必要に応じて酸素吸入器や

救急カートを持ってくるよう依頼する。学生として最低限、次のことを行う。全身的合併症（偶発症）

の場合について述べる。

１）意識の有無を確かめる（名前を呼ぶ、肩をたたくなど刺激に対する反応をみる）。

２）バイタルサインをチェックし記録する。

３）指導教員や他の歯科医師の対応を介助する。

３．歯科診療に関連する主な合併症（偶発症）への対策（参考：医療事故防止安全対策マニュアル）

１）血管迷走神経反射

　　血管迷走神経反射とは、歯科治療に対する不安・恐怖・極度の緊張などの精神的ストレスが背景に

あり、痛み刺激などから心拍数の低下や血管拡張による血圧低下などをきたす全身的偶発症である。

発生しやすい素因の把握、および予防法

・血管迷走神経反射や循環器系疾患の既往がないか把握しておく。血管迷走神経反射の既往がある場

合には、歯科麻酔科の対診、精神鎮静法の併用などを考慮する。

・局所浸潤麻酔前に表面麻酔を併用するなど、痛みを軽減するよう配慮する。

治療中の注意

・血管迷走神経反射の既往がある患者では、あらかじめ生体監視モニターを装着する。

・仰臥位は座位と比較し発症頻度が少ない。

発生時の対応

・基本的には他の救急対応と共通であり、躊躇せずに応援を求めること。以下の初期対応を考慮する。

・バイタルサインをチェックする。

・生体監視モニターを装着する。
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・必要に応じて酸素吸入器、救急カートを依頼する。

・仰臥位で安静とする。

・必要時、酸素投与を行う。

・徐脈（または徐脈を伴う血圧低下）が回復しない場合、アトロピン硫酸塩（成人 0.25～ 0.5mg）を

静脈内に投与する。 

２）起立性低血圧

　　起立性低血圧とは、急激な起立（または座位）に伴い生じる過度の血圧低下である。起立（座位）

後数秒から数分以内にふらつき、立ちくらみ、めまい、転倒、意識低下などが生じる。

発生しやすい素因の把握、および予防法

・起立性低血圧の既往がないか把握しておく。

・高齢者（特に高血圧患者）、自律神経機能低下患者や、脱水、循環血液量不足がある患者では生じ

やすい。 

治療中の注意

・チェアを起こす時には、声をかけてからゆっくり段階的に起こす。あるいは、患者自身でゆっくり

と座位になってから、その後にチェアを起こす。

・チェアからの移動時や立位時に声をかけ、ふらつきや転倒に注意する。

発生時の対応

・基本的には他の救急対応と共通であり、自身での対応に限界があると思われる際には躊躇せずに応

援を求めること。基本的には以下の初期対応を考慮する。

・バイタルサインをチェックし、仰臥位をとる。仰臥位により、通常、症状は速やかに消失する。

・生体監視モニターを装着する。

・必要に応じて酸素吸入器、救急カートを依頼する。

３）嘔気、嘔吐

嘔気・嘔吐を誘発しやすい素因

・食事状況（飲酒・過食・食直後等）

・血圧の変動、特に高血圧のある場合

・化学療法、放射線療法等の治療中

・精神的に誘発されるもの（歯科恐怖症・異常絞扼反射など）

嘔吐の予防について

・治療前の飲酒、過食は避けるよう指導する。

・高血圧が常態化する場合は、内科的治療を促す。

・歯科恐怖症・異常絞扼反射を伴う場合は、適宜精神鎮静法等を考慮する。

・原因により異なるが、嘔気がある時は、上顎臼歯部の治療、上顎印象採得などの嘔吐反射を誘発す

る治療を避け、他の治療を優先する。

（治療中の注意）

・嘔気時の印象採得は、印象材を歯列弓にとどめるなどの配慮をし、必要最小限の量で行う。 

・バキューム操作は、軟口蓋や舌縁への接触を避け、嘔吐を誘発しないよう十分に注意して行う。

・チェアを倒したり、起こしたりするときは、声をかけてから行う。

・治療は安楽な姿勢で行い、適宜声かけをし、治療ストレスを少なくした状態で行う。
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・嘔吐反射を発見した時点で、嘔吐を予測し治療を中断するなど、早急に対処する。

嘔吐があったときの対応

・仰臥位の場合は、誤嚥をさけるために顔を横に向けるなどして、膿盆に受ける。バキュームがあれ

ば、適宜併用する。ラバーダムを除去する余裕がなければ、ラバーダムと口唇の間から吐物を排除

する。坐位の場合は、前屈させ、膿盆に吐物を吐き出させる。このとき衣服汚染に注意する。

・バイタルサインをチェックする。

・（感染対策）吐物の取扱いは感染に十分注意して行う。手袋を着用し、床、チェア周辺を広範囲に0.1％

ピューラックスで清拭し、ビニール袋に密封し感染ゴミとして廃棄する。
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４．歯科診療中の誤飲・誤嚥発生時対応フロー
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５．歯科救急フローチャート

11
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６．インシデント発生時報告連絡体制

　　当事者は各部署リスクマネージャーに連絡するとともに、下記の連絡を行う。

　　学生 → 担当指導教員 → 学務係 → 教務委員長 → 学部長

　　　　　　　　　　　　
→
ライター長 → 臨床実習教育支援副センター長 → 臨床実習教育支援センター長
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７．学生の事故・疾病時の対応７．学生の事故・疾病時の対応
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Ⅶ　感染予防対策

１．一般的注意事項

１）標準予防策

　　感染症の有無・病態に関係なく、全ての血液・体液等を危険な感染物とみなして標準予防策（表１）

をとる。標準予防策は、血液、体液、汗を除く分泌物、排泄物、損傷している皮膚、粘膜に対して適

応する。予防策の最も基本的事項が手洗いである。そして最も避けなければいけない点が注射針、メ

ス、その他の鋭利な器具による刺傷・切傷である。特に、使用後の注射針は、片手（ワンハンド）で

リキャップし、注意しながら、針、カートリッジをはずし、シャープスコンテナに廃棄する。

表１．標 準 予 防 策

項　　　目 注　　　意　　　点 備　　　　　　　考

手 洗 い

・患者毎の処置前後には必ず行う。
・血液、体液、分泌物、排泄物、およびこ
れらによる汚染物に接触した後に行う。
・手袋を装着する前と外した直後に行う。
・全ての病室の入室・退室時、必ず行う。

・通常は速乾式消毒剤で消毒する。
・手に明らかな汚染物が付着していれば
液体石鹸を使用し、手洗い後はペー
パータオル等で手を十分乾かす。

手 袋

・血液、体液、分泌物、排泄物、および
これらによる汚染物に接触する時着用
する。
・傷のある皮膚、粘膜に接触する時着用
する。

・手袋を外した直後に手洗いする。

マスク・ゴーグル・
フェイスシールド

・血液、体液、分泌物、排泄物の飛沫が
眼、鼻、口を汚染しそうな時着用する。

・外科的処置、手術などでは特に注意す
る。
・手術室への入室時には、必ずゴーグル
などのアイガードを装着すること。

ガ ウ ン
・血液、体液、分泌物、排泄物で衣服が
汚染しそうな時着用する。

・多量の汚染が予想されるときはビニー
ルエプロンを使用する。

器 具 ・ 器 材

・使用後の鋭利な器具等の取扱い時は刺
傷・切傷をおこさないよう細心の注意
を払う。特に、使用後の注射針は、片
手（ワンハンド）でリキャップし、注
意しながら、針、カートリッジをはず
し、シャープスコンテナに廃棄する。
・可能な限り使い捨てのものを使用する。
・汚染（または疑いのある）器具等の移
動・運搬時は他への汚染防止に注意す
る。

・やむを得ずリキャップする場合は、片
手操作をする。

床 ・壁（環境表面）
・血液、体液、分泌物、排泄物による汚
染時は消毒薬でその部分の汚染を除去
する。

リ ネ ン
・汚染されたリネンは洗浄処理されるま
で他への汚染防止に注意する。

患 者 配 置

・重症の吐下血がある場合や行動異常等
により血液で身辺を汚染する可能性の
ある患者は個室に収容することが望ま
しい。
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２）手 洗 い

⑴　目　　的

　　感染経路の遮断：手洗いは感染防止策として、最も基本的な手技である。

①　手指を介した交差感染から患者を守ること

②　病原微生物から医療従事者を守ること

⑵　根　　拠

　手指の汚染

　　感染経路で、最もリスクが高いのは医療従事者の手指である。手指による媒介が危険な理由は以

下の通りであり、手洗いは感染防止策として、最も重要で基本的な手技であることを認識する。

①　抗菌薬や消毒薬に耐性のある細菌は、易感染性の患者に移る可能性がある。

②　現在、侵襲的処置や治療を頻繁に必要とする重篤な患者が増加し、患者間に病原微生物が伝播

するリスクが高い。

表２．手洗いの方法と場面

種 類 日 常 的 手 洗 い 衛 生 学 的 手 洗 い 手術時手洗い

方 法
石鹸と流水 消毒薬と流水

速乾性擦式手指消毒剤

消毒薬と流水

（指先にブラシ使用）

場 面

①　出勤した時

②　通常の診察の前後

③　通常のケアの前後

④　食べ物を取り扱う時

⑤　手袋を外した時

⑥　訪問から帰ってきた時

⑦　一般清掃の後

⑧　排尿、排便後

⑨　見た目に手が汚れている時

①　侵襲的医療行為を行う前

②　免疫不全患者や新生児などの易感

染性患者をケアする前

③　創傷に触れる前後

④　手に微生物感染が起こることが予

想される医療行為の後

⑤　毒力の強い細菌などで汚染されて

いる可能性のある器物に触れた後

（蓄尿用装置、分泌物をためるため

のものなど）

⑥　多剤耐性菌などの臨床的および疫

学的に重要な微生物が定着または感

染している患者をケアした後

⑦　易感染性患者を収容している病棟

で別の患者に接触する場合

手術前

⑶　手洗い法の方法

　　ゴーグル、マスク、帽子等を着用後

①　スクラブ法：石鹸、洗浄剤が入った消毒薬で、約 20秒以上かけて洗い、水道水で洗い流す。

②　ペーパータオルで拭き取る。

③　ラビング法：消毒用エタノールを配合した速乾性手指消毒薬を擦り込む。３ml～５mlを手に

取り手洗いの手順で消毒薬が乾くまで十分擦り込む。

④　手袋を着用する。

⑷　その他の注意点

①　手荒れ対策：荒れた手は細菌が付着しやすく、感染の媒介となる。ハンドクリーム、ローショ

ンの使用

②　髪の毛、顔を触らない
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③　診療途中に、清潔な物品を中央に取りに行く際は、手袋は外し、速乾性手指消毒薬で手指消毒後、

移動する。診療を再開する際は、再度速乾性手指消毒薬で手指消毒後、新しい手袋を着用する。

⑸　手洗いの実際

①　手のひらと手のひらをこ

する。

②　右手の手のひらで左手の

甲に、また、その反対の動

作をもう一方の手にも行う。

③　指を組み合わせ、手のひ

らと手のひらをこする。

④　反対の手のひら

で爪までこする。

⑤　拇指の間を反対の

手のひらでつつむよ

うにこする。

⑥　指先は、手のひら

の中央で円を描くよ

うにする。

⑦　手首も忘れずに

洗う。

図１　衛生学的手洗いのテクニック

速乾性手指消毒薬の使用方法

　①　ポンプの下まで押し、３ml～５mlを片方の手に取る。

　②　手の爪を交互に薬液に浸す。

　③　上記のもみ洗いの手順と同様に、まんべんなく延ばし、多少熱を持つくらいしっかりこする。

　　　（指先、指の間に１本ずつ擦り込む）

　④　十分乾燥させる。 ●手洗いのミスの生じやすい部位

　　　●手の甲　　　●手掌（手のひら）

■■普通に注意を要する箇所

■■比較的注意を要する箇所

■■最も注意を要する箇所

（Taylor LJ : An evalution of handwashing techniqueより改変）
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２．針刺し事故

１）はじめに

　　針刺し事故は、患者の血液で汚染された注射針や鋭利な医療用器具等によって医療従事者が遭遇す

る皮膚への針刺し、切創等の事故の総称である。医療現場で最も注意すべきＣ型肝炎ウイルス（HCV）、

B型肝炎ウイルス（HBV）、およびヒト免疫不全ウイルス（HIV）は血液や体液が直接ヒト体内に入る

ことにより伝播するもので、基本的に血液を介する感染症として一括した院内感染対策が必要である。

特に、針刺し事故の 80％がリキャップ時に起こっており、使用済み注射針は感染症の有無にかかわ

らず原則としてリキャップをしないでそのまま堅固な医療廃棄物容器に廃棄する。

２）針刺し事故後の共通の対処

⑴　汚染直後の洗浄：患者に使用した注射針・メス・その他の鋭利な器具等で刺傷・切傷、または皮

膚・粘膜汚染を受けた場合は、HCV、HBV、HIVの感染の存在に関係なく、直ちに血液を絞り出

しながら流水（または石鹸併用）で傷口を十分に洗浄し、消毒用エタノール等で消毒する。

⑵　汚染事故後の対応：HCV、HBV、HIVの感染の存在に関係なく、汚染事故を受けた場合は、次頁

「学生と院生の汚染事故（針刺し・切創、皮膚・粘膜）時の対応」に従い、直ちに担当指導教員に

事故報告を行い指示を受ける。
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Ⅷ　蔵本地区における学生の感染症に対する対応について

 （令和７年１月 27日更新）

蔵本地区は各学部・大学院の教育研究棟と大学病院が近接している。このため、患者等への感染拡大の防

止を目的として、学生は感染症に対して下記の対応を取ること。病院実習生等や徳島大学病院エリアに立ち

入る者は、外来・入院患者、高齢者等の免疫力低下が考えられる者、あるいは乳幼児（抗体陰性等、免疫力

が弱い）との接触の可能性があるため、特に注意すること。

学生は、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症をはじめ、学校において予防すべき感染症（別紙１）

を発症した場合（疑いを含む）、あるいは、38度以上の発熱がある場合は、各学部等の担当係へ連絡が必要

であり、下記１の１）、２の５）（１）を参照すること。

病院実習生は、徳島大学病院感染制御部への緊急連絡が必要な場合があるため、下記２の６）を確認して

おくこと。

（注１）新型コロナウイルス感染症は学校感染症第二種としての対応が必要。

（注２）病院実習生の注意事項は下記に★マークで記載する。

（注３）学外医療機関で実習を行っている場合は、実習先の規定・指示に従うこと。

【定義】

■学生：学部学生及び大学院生（ただし、徳島大学病院で業務を行う社会人大学院生は、徳島大学病院の規

定に従う）

■病院実習生等：徳島大学病院等の診療現場で実習や学位研究を行っている者。学部エリアで徳島大学病院

の医療従事者から実習や学位研究の直接指導を受けている者を含む。

■新型コロナウイルス感染症検査：PCRあるいは抗原（定量・定性）検査、抗原定性検査キット（厚生労

働省が性能を確認して承認した「第 1類医薬品」や「体外診断用医薬品」と表示されているもの）を意味

する。

■徳島大学病院エリア：外来診療棟、中央診療棟、東病棟、西病棟、西外来診療棟、災害・感染症トリアー

ジ棟、ＳＰＤセンター棟、サイクロトロン棟

■解熱：解熱剤を使用せず 24時間以上平常時の体温に戻ること

■サージカルマスク：不織布を素材とした医療用マスク。ウレタンマスク、布マスクは該当しない。

記

１．学校において予防すべき感染症（別紙 1）を発症した場合の対応（診断確定前で、38 度以上の発熱の場

合や可能性がある場合を含む）

１）学生から大学への連絡：学生は所属する各学部等の担当係（下記）へ事前に通知されている方法（Forms

や電話等）ですみやかに連絡・相談し、原則として２）に従い、欠席あるいは自宅待機等の対応指示を

受ける。

★病院実習生は当該実習責任者にも、すみやかに電話で連絡・相談する。
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・医学部学生、医学・医科栄養学・保健科学大学院生：学務課学生係（088－ 633－ 7982、7030）

・歯学部学生、口腔科学大学院生：歯学部学務係（088－ 633－ 7310）

・薬学部学生、薬学大学院生：薬学部学務係（088－ 633－ 7247）

（注１） 発熱、咳、咽頭痛、鼻水、倦怠感、下痢、嘔吐、皮疹・水疱、結膜充血、頭痛等の症状がある場合は、

別紙１の疾患である可能性があるので医療機関を受診すること。

（注２） 帯状疱疹では、空気感染を起こすことがあるため、病変部が露出していなくても、免疫力低下

が考えられる者や乳幼児等との接触の可能性がある実習は控えること。初期診断が困難な場合

が多いため、体幹部等に水疱が出現した場合は、帯状疱疹の可能性を考え、医療機関を受診し、

指導教員に相談すること。

（注３） 別紙１の疾患（可能性を含む）の場合は、徳島大学病院感染制御部に相談すること。接触者の

検査やその予防内服が必要になる場合がある（免疫力が低下している患者や乳幼児との接触の

場合等）。

２）出席停止期間（別紙１のとおり）：

⑴　一般には学校保健安全法による出席停止期間に従う。

⑵　「○○した後△日を経過するまで」とした場合は、「○○」という現象が見られた日の翌日を第１日

として算定する。

⑶　★病院実習生は徳島大学病院スタッフマニュアルの発症者の就業制限期間の規定に準じて別紙１の

とおりとする。

２．インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症に対する対応

１）インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症感染に関しては次の一般的注意を遵守する。

⑴　教育研究活動等においては、マスクの着用を求めないことを基本とする。ただし、徳島大学病院エ

リアに立ち入る場合や混み合った場所では不織布マスクを常時着用すること。

　★病院実習生は徳島大学病院エリアで実習を行う場合、サージカルマスクを常時着用すること。

⑵　インフルエンザ、又は新型コロナウイルス感染症感染の有無に関わらず、ごく軽微な発熱、咳、咽

頭痛、鼻水のみの場合であっても、症状がわずかでもあれば常時必ず不織布マスクを着用する。

⑶　うがい、手洗い、咳エチケットを励行する。人混みを避ける。

⑷　症状のある人に近寄らない。

２）インフルエンザ感染者と濃厚接触した場合、新型コロナウイルス感染症感染者と濃厚接触した場合、

同居人が新型コロナウイルス感染症陽性となった場合

■インフルエンザ感染者との濃厚接触の定義

症状出現前日から発病後５日目までに、感染者と次の①かつ②に該当する接触があった場合

①双方がマスク無し

②約２メートル以内の距離（目安：双方が手を伸ばせば 触れる距離）

（注）接触時間を問わない

■新型コロナウイルス感染者との濃厚接触の定義

感染者（陽性者）が有症状の場合は、発熱あるいは症状が出現した日、無症状の場合は検体を採取し

た日の２日前から、感染者（陽性者）と①～③すべてに該当する接触があった場合

①双方マスクなし、又はいずれか一方がマスクなし。
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②約１メートル以内の距離（目安：手を伸ばせば 触れる距離）。

③会話を伴う 15分以上の接触。

（注１）マスクから鼻が露出している場合は「マスクなし」として扱う。

（注２）十分な換気ができている場合も該当する。

⑴　接触後５日間は、常に不織布マスクを着用し、他者との濃厚接触を避け、咳エチケット励行、毎日

繰り返し体温を測定する等、感染拡大防止と体調チェックに特に努める。

⑵　★病院実習生は、実習責任者と相談し、サージカルマスクを装着し、かつ患者と接触しない等対応

を行う（医療面接や診察を行わない、接触を避ける）。

３）発熱、咳、咽頭痛、鼻水、倦怠感、下痢、嘔吐等のインフルエンザ感染症、あるいは、倦怠感、喉の

痛み、咳、鼻水、平熱より高めの発熱、消化器症状、嗅覚味覚異常等の新型コロナウイルス感染症を疑

う症状がある場合

⑴　発症後５日間は他者との濃厚接触を避ける。

⑵　医療機関を受診し、診断を受けることを推奨する。

⑶　38度以上の場合は、インフルエンザ検査陰性、新型コロナウイルス感染症検査陰性であっても、

インフルエンザと同様の対応とする。 各学部等の担当係に事前に通知されている方法（Formsや電

話等）で連絡して、発症した後５日を経過し、かつ解熱した後２日を経過するまで出席停止とする。

（注１） 医療機関により新型コロナウイルス感染症や別疾患（例 マイコプラズマ感染症や百日咳等）と

診断された場合はそれぞれの疾患としての対応をとる。

（注２） 体温には日内変動があるため、発熱した翌朝の体温が平熱であっても解熱したと判断しない。

４）★病院実習生にインフルエンザ感染症、新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある場合

⑴　発熱の有無にかかわらず医療機関を受診し、新型コロナウイルス感染症検査を受ける。

（注） 新型コロナウイルス感染症検査に関しては、抗原定性検査キットによる自己検査でも可とす

る。ただし、厚生労働省が性能を確認して承認したキット（「第１類医薬品」や「体外診断用

医薬品」と表示されているキット）に限る。研究用キットでの検査では判断しない。

（注） インフルエンザ検査の実施は受診した医療機関の判断による。

⑵　程度や診断確定の有無によらず、実習責任者に電話で相談し、欠席・自宅待機等の指示を受ける。

⑶　インフルエンザ検査で陽性の場合はインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症検査陽性の場合は

新型コロナウイルス感染症として、次の５）、６）のとおりに対応する（いずれか一方の検査が未実

施の場合を含む）。

⑷　新型コロナウイルス感染症検査で陰性を確認するまで（検査未実施を含む）、新型コロナウイルス

感染症と同様の対応とする（発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで

実習に参加しない）

⑸　「インフルエンザ検査陰性かつ新型コロナウイルス感染症検査陰性の場合」、「インフルエンザ検査

未実施かつ新型コロナウイルス感染症検査陰性の場合」は次のとおりとする。

・「平熱＋ 0.5度未満」かつ 37.5度未満：症状消失後までは実習に参加しない。

・37.5度以上 38度未満（平熱よりも 0.5 度程度高い場合を含む）：解熱および症状消失後２日を経過

するまでは実習に参加しない。

・38度以上：発症した後５日を経過し、かつ症状が消失し、解熱した後 2日を経過するまで実習に

参加しない（インフルエンザと同様の対応）。
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５）インフルエンザあるいは新型コロナウイルス感染症に罹患した場合（疑いを含む）

⑴　学生は各学部等の担当係に事前に通知されている方法（Formsや電話等）で連絡する。その際に症

状出現２日前から発病後５日目までに多数と濃厚接触した場合はその旨を伝える。

⑵　学生は濃厚接触した相手にインフルエンザ、または新型コロナウイルス感染症罹患について連絡し、

上記２）の対応を取るよう依頼する。

⑶　病院実習参加停止期間及び出席停止期間は、別紙１の規定に従うこと。

（注） インフルエンザの場合、病院実習参加停止期間の条件に「症状消失後２日間」が加わってい

ることに注意。

★新型コロナウイルス感染症に罹患した病院実習生は、実習参加停止期間・出席停止期間があけても、

発症後 10日目までは濃厚接触の定義の構成要件のいずれにも該当しない万全な感染対策をとり実

習を行うこと。

６）★病院実習生に関する徳島大学病院感染制御部への緊急連絡について

　　★徳島大学病院で実習を行っている病院実習生等は、次の①～④のいずれかに該当し、かつ、徳島大

学病院の患者や医療従事者と濃厚接触がある場合（濃厚接触の可能性がある場合を含む）は、速やかな

対応が必要であるため、各学部等の担当係へ電話で至急連絡すること。

①新型コロナウイルス感染症検査が陽性の場合

②新型コロナウイルス感染者との濃厚接触歴があり、かつ、症状（倦怠感、喉の痛み、咳、鼻水、平熱

より高めの発熱、消化器症状、嗅覚味覚異常等）がある場合（※新型コロナウイルス感染症検査が陰

性であっても該当する）

③インフルエンザ検査陽性の場合

④インフルエンザ感染者との濃厚接触歴があり、かつ症状（発熱、咳、咽頭痛、鼻水、倦怠感、下痢、

嘔吐等）がある場合（※インフルエンザ検査が陰性であっても該当する）

（注１） 平日は、各学部等の担当係へ電話で至急連絡すること。（※連絡を受けた各学部等の担当係は、

速やかに徳島大学病院感染制御部へ連絡すること。）

（注２） 時間外・土日・祝日等で各学部等の担当係へ連絡が取れない場合は、学生は感染制御部長も

しくは副部長に電話で至急連絡すること（土日・祝日、夜間でも連絡すること）。

（注３） 感染制御部長もしくは副部長の連絡先は、各学部等の担当係から事前に通知を受け、電話番

号は個人情報として取り扱いに注意すること。

３．病院実習生が麻疹、水痘、風疹、流行性耳下腺炎（ムンプス）発症者と濃厚接触した場合の対応

１）当該疾患についての抗体価が不明な場合は医療機関を受診し、すみやかにその抗体価を検査する。

＊ワクチンを接種していても抗体陽性化率は 100%ではないため、抗体価を測定していない場合は、

抗体陰性者と同様に扱う。

２）抗体価が判明するまで、及び抗体陰性の場合は、潜伏期間と感染期間を考慮して、感染性を持つ可能

性がある期間については、当該学生は次の対応を行う。

⑴　常時、サージカルマスクを着用する。

⑵　免疫不全患者との接触を特に避ける（医療面接や身体診察等を行わない）。

⑶　体調管理に特に留意し、症状出現時は最寄りの医療機関を受診し、発症時にはすぐに所属する学科

の教務を所掌する部署に連絡する。
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 注）感染性を持つ可能性がある期間は次のとおりとする

  麻疹 初回暴露 5日～最終暴露 21日

  水痘 初回暴露 10日～最終暴露 21日

  風疹 初回暴露７日～最終暴露 21日

  流行性耳下腺炎（ムンプス）　初回暴露 12日～最終暴露 21日

３）麻疹及び水痘については、医療機関を受診し、暴露早期の発症予防について、専門医の判断を受ける

ことを当該学生に推奨する（次を参考とすること）。

⑴　麻疹は 72時間以内のワクチン接種（ただし免疫不全者、妊婦には禁忌）または６日以内のグロブ

リン投与が発症予防に有効とされている。

⑵　水痘は 120時間以内のワクチン接種（ただし免疫不全者、妊婦には禁忌）、96時間以内のグロブリ

ン投与、暴露後 10日からアシクロビルの内服が発症予防に有効とされている。

４．★病院実習生に関する附記事項

１）口唇ヘルペス（単純ヘルペス）

病院実習責任者への連絡・相談を行い、痂皮形成終了するまで、手指衛生の徹底とサージカルマスク

着用（病変部の露出を避ける）を行うことで、原則として臨床実習参加は可とする。

２）マイコプラズマ感染症　

原則として抗菌薬内服後症状改善し、校医または最寄りの医療機関より実習許可が出てから実習再開

とする。特に発熱や激しい咳がある場合は、病院実習への参加を控える。

３）ノロウイルス

症状が持続している間は実習に参加しない。症状消失後も１か月程度は便からウイルスが排出される

ためその期間は、特に流水と石けんによる手指衛生を徹底する。

５．徳島大学病院エリアへの立ち入り、並びに、飲食店、売店、郵便局、ATM、自動販売機コーナーの利用

について（すべての学生対象）

１）学生に制限は設けないが、患者と接触する可能性があるため、感染対策を徹底すること。

２）発熱や体調不良時は、受診以外では立ち入らないこと。

３）飲食中の会話は控えること。

４）外来棟の椅子やソファーは患者専用のため使用しないこと。

６．海外渡航からの帰国後の徳島大学病院における感染症対応について

１）厚生労働省、外務省の渡航情報等から、１類感染症（エボラ出血熱、ペスト、ラッサ熱等）や新たな新

興再興感染症等の感染リスクがある地域へ渡航し、帰国後３週間以内に徳島大学病院で実習（見学型実

習や病院エリアで行われる研究室配属や卒業研究等を含む）を履修する予定がある学生については、こ

れらの感染症患者への接触、発症の有無に関わらず、徳島大学病院での実習を制限する場合がある。海

外渡航時は、次のサイト等にて感染症や安全に関する情報収集を行い、自己健康管理や安全対策に努める。

・厚生労働省検疫所「FORTH」：https://www.forth.go.jp/

・外務省海外安全ホームページ：https://www.anzen.mofa.go.jp/

２）海外渡航から帰国後は健康状態を自己管理し、問題があれば、速やかに実習を中止し、医療機関を受
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診すること。

７．ワクチン接種について

Ｂ型肝炎・麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎はワクチン接種により予防することが可能である。これ

らの疾患の抗体価が陰性あるいは基準未満の場合には臨床実習までにワクチン接種を受けることを推奨す

る。少なくとも自身が免疫を獲得していない疾患については、ワクチン接種によって免疫を獲得しておく

必要がある。また、インフルエンザワクチン及び新型コロナウイルス感染症ワクチンは任意接種とする。

ただし、アレルギーや特別な事情がある場合はこの限りではない。

徳島大学病院での実習を履修する学生へのワクチン対応については、徳島大学病院からの要請に基づい

て原則として次のとおりとする。

★病院実習を開始するまでに麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎（ムンプス）の抗体価を検査し、抗体陰

性の場合は、臨床実習開始までにワクチン接種を推奨する。

１）「医療関係者のためのワクチンガイドライン第３版―環境感染学会―」に則り運用する。

２）徳島大学病院指定の調査票（徳島大学病院での実習及び研修生の抗体調査票）に、抗体価やワクチン

接種歴等の必要事項を記載して、所属学部担当部署を通して徳島大学病院に提出する。その際に学生は

徳島大学病院が作成した「実習中の感染対策の手引き」を通読し、十分理解しておくこと。

３）抗体価測定結果及びワクチン接種を証明できる書類については、針刺し等の発生により感染対策上必

要になった場合に、徳島大学病院感染制御部が確認する場合があるため、学生個人と所属学部担当部署

とで保管する。大学での集団接種以外でワクチンを接種した場合は、速やかに接種証明書を所属学部担

当部署へ提出すること。

４）Ｂ型肝炎のワクチン接種について

Ｂ型肝炎は実習中の針刺しや粘膜暴露、血液が付着した環境表面からわずかな傷を介して感染する可

能性がある。

⑴　ワクチンは、０、１、６か月後の３回接種（１クール）を行う。

⑵　HBs抗体価については、CLIA法等精密測定（mIU/mL）で抗体測定を行う。

⑶　１クールのワクチン接種の１～２ヶ月後に抗体価の再検査を行い陰性（10mIU/mL以下）であった

場合には、１クール追加接種を推奨する。その後に抗体価の確認を行い、10mIU/mL以上であれば免

疫獲得として終了。

⑷　２クール接種を行っても抗体の陽性化が見られなかった場合には、ワクチン不応者として血液体液

暴露に際しては厳重な対応と経過観察を行う。

５）麻疹、風疹、水痘、ムンプス（流行性耳下腺炎）のワクチン接種について

市中での流行時などに、知らない間に感染し、症状のない潜伏期間中に学生同士や患者へ疾患を移す

可能性がある。

⑴　徳島大学病院が作成した「実習における健康管理のための麻疹、風疹、水痘、ムンプスワクチン接

種の注意点」に従って行う。

⑵　麻疹、風疹、水痘、ムンプス（流行性耳下腺炎）の抗体価は、EIA法（IgG）で測定する。

⑶　麻疹、風疹、水痘、ムンプスのワクチン接種の基準

・表を参照し、ワクチン接種が必要な場合は接種を推奨する。
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あと２回の予防接種が必要 あと１回の予防接種が必要 今すぐの予防接種は不要

麻疹 EIA法（IgG）2.0未満 EIA法（IgG）2.0以上 16.0未満 EIA法（IgG）16.0以上
風疹 EIA法（IgG）A 2.0未満

EIA法（IgG）B△ A0.100未満
※：陰性

EIA法（IgG）A 2.0以上 8.0未満
EIA法（IgG）B 30IU/mL未満

EIA法（IgG）A 8.0以上
EIA法（IgG）B 30IU/mL以上 

水痘 EIA法（IgG）2.0未満 EIA法（IgG）2.0以上 4.0未満 EIA法（IgG）4.0以上
ムンプス EIA法（IgG）2.0未満 EIA法（IgG）2.0以上 4.0未満 EIA法（IgG）4.0以上

※△ Aは、ペア穴の吸光度の差（陰性の場合、国際単位への変換は未実施）

Ａ：デンカ生研株式会社（ウイルス抗体 EIA「生研」ルベラ IgG）なお、6.0未満の場合は、第５期定期接

種として 1回MRワクチンの接種が可能。

Ｂ：シーメンスヘルスケアダイアグノスティックス（エンザイグノスト B風疹 /IgG）なお、15IU/mL未満

の場合は第５期定期接種として１回MRワクチンの接種が可能。

＊第 5期定期接種は、2019年～ 2025年３月までの期間限定で、対象は昭和 37年４月２日～昭和 54年４月

１日生まれの男性。

（注） 詳細については「一般社団法人日本環境感染学会医療関係者のためのワクチンガイドライン第３版」

を参照すること
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別紙１

１）学校において予防すべき感染症の第一種感染症については、次のとおりとする。

病院実習参加停止期間、学生の出席停止期間：治癒するまで

（注） 第一種感染症：エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブ

ルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイルス

属ＳＡＲＳコロナウイルスであるもの）、中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 Ｍ

ＥＲＳコロナウイルスであるもの）、鳥インフルエンザ（感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律に規定する特定鳥インフルエンザＨ5Ｎ1、Ｈ7Ｎ9であるもの）

２）第二種及び流行性角結膜炎については、次のとおりとする。

感染症 病院実習参加停止期間 学生の出席停止期間

１ インフルエンザ
（鳥インフルエンザ及び新
型インフルエンザを除く）

発症した後５日を経過し、かつ症
状が消失し、解熱した後２日を経
過するまで。
＊「発症」とは症状出現時を目安
とする。
＊「症状消失」が条件に加わって
いる点に注意

発症した後５日を経過し、解熱し
た後２日を経過するまで。
＊「発症」とは症状出現時を目安
とする。

２ 麻疹 発疹が出現後４日後まで。 解熱した後３日を経過するまで。

３ 風疹 発疹出現後７日後まで。 発疹が消失するまで。

４ 流行性耳下腺炎
（ムンプス）

耳下腺腫脹９日後まで。 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹
が発現した後５日を経過し、かつ
全身状態が良好になるまで。

５ 水痘・帯状疱疹
＊いずれの場合も病変部の
露出を避けること。

水疱痂皮化形成終了まで（水痘、
帯状疱疹とも）。

すべての発疹が痂皮化するまで
（水痘のみ）。

６ 結核 病状により学校医その他の医師に
おいて感染のおそれがないと認め
るまで。

病状により学校医その他の医師に
おいて感染のおそれがないと認め
るまで。

７ 百日咳 内服開始から７日間。 特有の咳が消失する、または、５
日間の適正な抗菌性物質製剤によ
る治療終了まで。

８ 咽頭結膜熱 主要症状が消失した後２日を経過
するまで。

主要症状が消失した後２日を経過
するまで。

9 新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）

発症した後５日を経過し、かつ、
症状が軽快した後 24時間を経過
するまで。
＊「発症」とは症状出現時を目安
とする。

発症した後５日を経過し、かつ、
症状が軽快した後 24時間を経過
するまで。
＊「発症」とは症状出現時を目安
とする。

10 髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医等において感染
のおそれがないと認めるまで。

病状により学校医等において感染
のおそれがないと認めるまで。

11 流行性角結膜炎（EKC） 発症後２週間。 病状により学校医その他の医師に
おいて感染のおそれがないと認め
るまで。

３）第三種感染症については、次のとおりとする。ただし、流行性角結膜炎は上記２）のとおりとする。

臨床実習参加停止期間：病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

学生の出席停止期間：病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

（注） 第三種感染症：コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角

結膜炎、急性出血性結膜炎
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別紙２

〈実習における健康管理のための麻疹、風疹、水痘、ムンプスワクチン接種の注意点〉

注意１）生ワクチン（麻疹、風疹、水痘、ムンプスワクチン）の妊娠についての共通注意点

　妊娠可能な女性においてはあらかじめ約１ヶ月間避妊した後接種すること、およびワクチン接種後２ヶ月

間は妊娠しないように厳重に注意すること。麻しん風しん混合ワクチン、麻しんワクチン、風しんワクチン

の接種に当たっては、妊娠している人は接種不適当者（接種禁忌者）に該当します。ワクチンの成分によっ

てアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな人、３ヶ月以内にガンマグロブリンの注射（大量療

法の場合は６ヶ月）あるいは輸血を受けた人も接種不適当者に該当します。

１．接種不適当者（禁忌）

　①　明らかな発熱を呈している者

　②　重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

　③　ワクチンの成分※によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者

　④　明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する者及び免疫抑制をきたす治療を受けている者

　⑤　妊娠していることが明らかな者

　⑥　上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

　※タマゴ、硫酸カナマイシン、ラクトビオン酸エリスロマイシンなど能書にて成分を確認

２．接種要注意者（慎重接種）

①　心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患を有することが明らかな

者

②　前回の予防接種で２日以内に発熱のみられた者又は全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したこ

とがある者

③　過去に痙攣の既往のある者

④　過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者

⑤　本剤の成分に対して、アレルギーを呈する恐れのある者

注意２）前回に接種した予防接種の種類によってあけるべき間隔が異なります。

・麻しん、風しん、BCG、ポリオ、水痘、ムンプス、黄熱ワクチンなど生ワクチンの後は 27 日以上あける
こと

・インフルエンザ、三種混合（百日せき・ジフテリア・破傷風）、二種混合（ジフテリア・破傷風）、日本脳

炎、A 型肝炎、B 型肝炎、狂犬病、肺炎球菌、Hib ワクチンなど不活化ワクチンの場合は、異なるワクチ

ンであれば接種間隔の制限なし、同じ種類のワクチンは決められた接種間隔を守ること

・新型コロナワクチンと他のワクチンの間隔は前後 2 週間以上あけること

注意３）副反応の報告は、ワクチンによって異なります。

　まれにMR ワクチンでは、ショック・アナフィラキシー様症状（じんましん、呼吸困難、血管浮腫など）、

血小板減少性紫斑病、脳炎およびけいれんなどの副反応が生じる可能性があります。

　流行性耳下腺炎ワクチンでは、まれに無菌性髄膜炎、精巣炎、難聴の報告があります。
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Ⅸ　気象警報が発令された場合の歯学科臨床実習に対する対応
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Ⅹ　臨床実習での電子カルテ利用、個人情報保護ならびに倫理規定の遵守について

　臨床実習にあたっては、電子カルテ利用、個人情報保護ならびに守秘義務に関する注意事項を遵守し、プ

ロフェッショナリズムや倫理規定に基づいた歯学部学生として相応しい行動をとること。特に以下の規定に

反する行為は不正行為として、法的な処罰、学則上の処罰（退学など）の対象になる可能性がある。

１．電子カルテの利用にあたっては、下記の注意事項を遵守すること。

⑴　学務係を通して自分専用の ID・パスワード発行の申請を行い、病院情報の講義および操作研修を受

けてから交付を受けること。

⑵　ID・パスワードあるいはこれらを記載した交付書類を紛失してはならない。紛失した場合は、原則

として再交付は行わない。

⑶　他人に自分の ID・パスワードを教えたり、それを使用させてはならない。また、他人の ID・パスワー

ドを使用してはならない。

（注）指導教員の同席・監督のもとで、指導教員の ID・パスワードでログインした電子カルテを閲覧

することは許可されている。

⑷　パスワードは初期設定から変更し、その後は２か月定期的に変更すること。

⑸　医療情報端末から離席する場合は必ずログオフすること。短時間であってもログインした状態を放置

したまま離席してはならない。

⑹　臨床実習上、必要のない患者を閲覧してはならない。

（注）自分自身に受診歴があって、自分のカルテを閲覧したい場合でも、病院に申し出てカルテ開示に

ついて正規の手続きをとることが必要である。無断で閲覧してはならない。

⑺　診療録の記載やオーダーを行ってはならない。

⑻　指導教員の指示や許可なく電子カルテの記載事項を印刷したり、データのダウンロードを行ってはな

らない。

⑼　ウイルス感染防止のため医療情報端末にフラッシュメモリーや CD-RW等の許可を得ていない電子媒

体を挿入してはならない。

⑽　指導教員から許可された医療情報端末を使用する。関係のない外来や病棟の医療情報端末を使用して

はならない。

２．個人情報の保護に十分配慮し、守秘義務を遵守すること。意図的に行ったわけではない場合でも結果的

に個人情報の漏洩や守秘義務違反に繋がる場合があるので、下記の具体的な注意事項を守ること。

⑴　外来・病室・検査室、廊下、エレベータ、食堂・喫茶室・レストラン、売店・コンビニエンスストア

など、不特定多数の第三者がいる場所では、実名・匿名に関わらず、臨床実習で得た患者や個人のデー

タに関する話をしない。

⑵　診療のためのディスカッションとは無関係な患者や個人の情報の交換を学生同士でおこなってはなら

ない。

⑶　電子カルテの内容を印刷したもの、診療録・データのコピー、メモ書き、患者リスト、症例プリント、

サマリー等の個人情報が含まれた文書やそれを保存したフラッシュメモリー、パソコンを紛失しない。

（注）紛失した場合には、直ちに指導教員に報告すること。
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⑷　氏名や IDなどの個人情報を含んでいるものが不用になった場合は、すみやかにシュレッダーなど所

定の方法で廃棄すること。これらを普通のゴミ箱等に捨ててはならない。

⑸　個人用ノートやパソコンに患者データを含むファイルを作成する場合は、紛失・流出しないように管

理を徹底すること。ファイル交換ソフトをインストールしたパソコンでこれらを作成しない。また、必

ず患者氏名を匿名化し、ID番号や実名を記載しない。

⑹　患者やその診療状況を撮影・録画・録音してはならない。

（注）カンファレンスのために、指導教員の許可・指示・監督のもとで行う場合を除く。

⑺　インターネット（ホームページ、ブログ、SNS等を含む）を含め自分以外の者がその内容を知りえ

る媒体に、臨床実習で見聞きしたことを記載・公開してはならない。
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Ⅺ　学外実習時の機器・器具等の破損事故時の対応について

学外実習施設において、

  機器・器具等の破損事故発生

＜学外実習施設が行うこと＞
破損機器・器具等の写真を撮影しておいて

いただく。

（後日必要となるもの：修理見積書・領収

書、機器本体の金額を証明する書類、破損

現場の写真）

当該学生は、事故発生の当日中に
大学の担当教員および学務係へ連絡する。

実習担当教員または学務係から、学外実習施設へ、
「振込通知書」が届いたことを連絡し、入金の確認をしてもらう。

＜当該学生が行うこと（保険の手続きについて）＞

１． 大学生協へ行き に加入していることを確認し、保険会社の電話番号
を確認する。

２． 保険会社へ電話連絡し、機器・器具等の破損事故時の状況を伝える。

３． 保険対応となった場合は、必要書類が自宅に郵送されるので、書類を完成させる。
 ※ 学外実習施設に記載していただく書類があるので、依頼前に必ず、実習担当教員もしく

は学務係に相談すること。
 ※ 教員の署名が必要な書類については、実習担当教員から署名をもらうこと。

４． 書類が全て整ったら、保険会社へ郵送する。

５． 後日、保険会社から「振込通知書」が自宅へ郵送されるので、受け取ったらすみやかに、
実習担当教員および学務係に伝える。
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付１．歯科医師法（抄）

（昭和 23年法律第 202号）

第１条

　　歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国

民の健康な生活を確保するものとする。

第２条

　　歯科医師になろうとする者は、歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

第３条

　　未成年者には、免許を与えない。

第４条

　　次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

一　心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二　麻薬、大麻又はあへんの中毒者

三　罰金以上の刑に処せられた者

四　前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者

第６条

　　免許は、歯科医師国家試験に合格した者の申請により、歯科医籍に登録することによって行う。

２　厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科医師免許証を交付する。

３　歯科医師は、厚生労働省令で定める２年ごとの年の 12月 31日現在における氏名、住所（歯科医業に従

事する者については、更にその場所）その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年１月 15日までに、

その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、情報通信技術を

活用した行政の推進等に関する法律（平成 14年法律第 151号）第６条第１項の規定により当該届出を同

項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。

第９条

　　歯科医師国家試験は、臨床上必要な歯科医学及び口くう衛生に関して、歯科医師として具有すべき知識

及び技能について、これを行う。

第10条

　　歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験は、毎年少なくとも 1回、厚生労働大臣が、これを行う。

第17条

　　歯科医師でなければ、歯科医業をしてはならない。

第17条の２

　　大学において歯学を専攻する学生であって、当該学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技

能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働省令で定めるものに合格

したときは、前条の規定にかかわらず、当該大学が行う臨床実習において、歯科医師の指導監督の下に、

歯科医師として具有すべき知識及び技能の修得のために歯科医業（政令で定めるものを除く。次条におい

て同じ。）をすることができる。
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付２．保険医療機関及び保険医療養担当規則（抄）

（昭和 32年４月 30日　　厚生省令第 15号）

　　健康保険法第 43条の４第１項及び第 43条の６第１項の規定に基き、並びに日雇労働者健康保険法及び

船員保険法を実施するため、保険医療機関及び保険医療養担当規則を次のように定める。

第１章　保険医療機関の療養担当

（療養の給付の担当の範囲）

第１条　保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であった者並びにこれらの者の被

扶養者の療養（以下単に「療養の給付」という。）の範囲は、次のとおりとする。

一　診察

二　薬剤又は治療材料の支給

三　処置、手術その他の治療

四　居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

五　病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

（療養の給付の担当方針）

第２条　保険医療機関は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。

２　保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であった者並びにこれらの者の被扶養者

である患者（以下単に「患者」という。）の療養上妥当適切なものでなければならない。

（診療に関する照会）

第２条の２　保険医療機関は、その担当した療養の給付に係る患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機

関から照会があった場合には、これに適切に対応しなければならない。

（適正な手続の確保）

第２条の３　保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地

方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行

わなければならない。

（診療録の記載及び整備）

第８条　保険医療機関は、第 22条の規定による診療録に療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、こ

れを他の診療録と区別して整備しなければならない。

（帳簿等の保存）

第９条　保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から３年間

保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から５年間とする。

（通知）

第10条　保険医療機関は、患者が次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、意見を付して、その旨を全

国健康保険協会又は当該健康保険組合に通知しなければならない。

一　家庭事情等のため退院が困難であると認められたとき。

二　闘争、泥酔又は著しい不行跡によって事故を起したと認められたとき。

三　正当な理由がなくて、療養に関する指揮に従わないとき。

四　詐欺その他不正な行為により、療養の給付を受け、又は受けようとしたとき。
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第二章　保険医の診療方針等

（診療の一般的方針）

第12条　保険医の診療は、一般に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対

して、適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなければならない。

（療養及び指導の基本準則）

第13条　保険医は、診療に当っては、懇切丁寧を旨とし、療養上必要な事項は理解し易いように指導しなけ

ればならない。

（指導）

第14条　保険医は、診療にあたっては常に医学の立場を堅持して、患者の心身の状態を観察し、心理的な効

果をも挙げることができるよう適切な指導をしなければならない。

第15条　保険医は、患者に対し予防衛生及び環境衛生の思想のかん養に努め、適切な指導をしなければなら

ない。

（転医及び対診）

第16条　保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑

義があるときは、他の保険医療機関へ転医させ、又は他の保険医の対診を求める等診療について適切な措

置を講じなければならない。

（診療に関する照会）

第16条の２　保険医は、その診療した患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関又は保険医から照会が

あった場合には、これに適切に対応しなければならない。

（施術の同意）

第17条　保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によって、みだりに、

施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。

（特殊療法等の禁止）

第18条　保険医は、特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣の定めるもののほか行ってはな

らない。

（使用医薬品及び歯科材料）

第19条　保険医は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物を患者に施用し、又は処方してはならない。た

だし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35年法律第 145号）

第２条第 17項に規定する治験（以下「治験」という。）に係る診療において、当該治験の対象とされる薬

物を使用する場合その他厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

２　歯科医師である保険医は、厚生労働大臣の定める歯科材料以外の歯科材料を歯冠修復及び欠損補綴にお

いて使用してはならない。ただし、治験に係る診療において、当該治験の対象とされる機械器具等を使用

する場合その他厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

（歯科診療の具体的方針）

第21条　歯科医師である保険医の診療の具体的方針は、第 12条から第 19条の３までの規定によるほか、次

に掲げるところによるものとする。

一　診　　察

イ　診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う。

ロ　診療を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。ただし、緊急やむを
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得ない場合については、この限りではない。

ハ　健康診断は、療養の給付の対象として行ってはならない。

ニ　往診は、診療上必要があると認められる場合に行う。

ホ　各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。

ヘ　ホによるほか、各種の検査は、研究の目的をもって行ってはならない。ただし、治験に係る検査につ

いては、この限りでない。

二　投　　薬

イ　投薬は、必要があると認められる場合に行う。

ロ　治療上一剤で足りる場合には一剤を投与し、必要があると認められる場合に二剤以上を投与する。

ハ　同一の投薬は、みだりに反覆せず、症状の経過に応じて投薬の内容を変更する等の考慮をしなければ

ならない。

二　投薬を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するとともに、患者に後発医薬品を選択する機会

を提供すること等患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。

ホ　栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うことにより、治療の効果を挙げることができ

ると認められる場合は、これらに関し指導を行い、みだりに投薬をしてはならない。

ヘ　投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならない。この場合において、厚

生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに１

回 14日分、30日分又は 90日分を限度とする。

三　処方箋の交付

イ　処方箋の使用期間は、交付の日を含めて４日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると

認められる場合は、この限りでない。

ロ　イの規定にかかわらず、リフィル処方箋の２回目以降の使用期間は、直近の当該リフィル処方箋の使

用による前号への必要期間が終了する日の前後７日以内とする。

ハ　イ及びロによるほか、処方箋の交付に関しては、前号に定める投薬の例による。ただし、当該処方箋

がリフィル処方箋である場合における同号の規定の適用については、同号へ中「投薬量」とあるのは、「リ

フィル処方箋の１回の使用による投薬量及び当該リフィル処方箋の複数回の使用による合計の投薬量」

とし、同号へ後段の規定は、適用しない。

四　注　　射

イ　注射は、次に掲げる場合に行う。

⑴　経口投与によって胃腸障害を起すおそれがあるとき、経口投与をすることができないとき、又は経

口投与によっては治療の効果を期待することができないとき。

⑵　特に迅速な治療の効果を期待する必要があるとき。

⑶　その他注射によらなければ治療の効果を期待することが困難であるとき。

ロ　注射を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。

ハ　内服薬との併用は、これによって著しく治療の効果を挙げることが明らかな場合又は内服薬の投与だ

けでは治療の効果を期待することが困難である場合に限って行う。

ニ　混合注射は、合理的であると認められる場合に行う。

ホ　輸血又は電解質若しくは血液代用剤の補液は、必要があると認められる場合に行う。
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五　手術及び処置

イ　手術は、必要があると認められる場合に行う。

ロ　処置は、必要の程度において行う。

六　歯冠修復及び欠損補綴

　　歯冠修復及び欠損補綴は、次に掲げる基準によって行う。

イ　歯冠修復

⑴　歯冠修復は、必要があると認められる場合に行うとともに、これを行った場合は、歯冠修復物の維

持管理に努めるものとする。

⑵　歯冠修復において金属を使用する場合は、代用合金を使用するものとする。ただし、前歯部の金属

歯冠修復については金合金又は白金加金を使用することができるものとする。

ロ　欠損補綴

⑴　有床義歯

（一）　有床義歯は、必要があると認められる場合に行う。

（二）　鉤は、金位 14カラット合金又は代用合金を使用する。

（三）　バーは、代用合金を使用する。

⑵　ブリッジ

（一）　ブリッジは、必要があると認められる場合に行うとともに、これを行った場合は、その維持管

理に努めるものとする。

（二）　ブリッジは、代用合金を使用する。

⑶　口蓋補綴及び顎補綴並びに広範囲顎骨支持型補綴

　　口蓋補綴及び顎補綴並びに広範囲顎骨支持型補綴は、必要があると認められる場合に行う。

七　リハビリテーション

　　リハビリテーションは、必要があると認められる場合に行う。

七の二　居宅における療養上の管理等

　　居宅における療養上の管理及び看護は、療養上適切であると認められる場合に行う。

八　入　　院

イ　入院の指示は、療養上必要があると認められる場合に行う。

ロ　通院の不便等のための入院の指示は行わない。

ハ　保険医は、患者の負担により、患者に保険医療機関の従業者以外の者による看護を受けさせてはなら

ない。

九　歯科矯正

　　歯科矯正は、療養の給付の対象として行ってはならない。ただし、別に厚生労働大臣が定める場合にお

いては、この限りでない。

（診療録の記載）

第22条　保険医は、患者の診療を行った場合には、遅滞なく、様式第一号又はこれに準ずる様式の診療録に、

当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。

（処方箋の交付）

第23条　保険医は、処方箋を交付する場合には、様式第二号又はこれに準ずる様式の処方箋に必要な事項を

記載しなければならない。
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２　保険医は、リフィル処方箋を交付する場合には、様式第二号若しくは第二号の二又はこれらに準ずる様

式の処方箋に必要な事項を記載しなければならない。

３　保険医は、その交付した処方箋に関し、保険薬剤師から疑義の照会があった場合には、これに適切に対

応しなければならない。

（適正な費用の請求の確保）

第23条の２　保険医は、その行った診療に関する情報の提供等について、保険医療機関が行う療養の給付に

関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。
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